
一般社団法人山形県医師会裁定委員会規程  

 

第１章  裁定委員会  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 定 款 第 ３ ９  条 の 規 定 に よ り こ れ を 設 け る 。  

 

第 ２ 条  裁 定 委 員 会（ 以 下「 委 員 会 」と い う 。）の 委 員 は 、本 会 の 役 員

及 び 代 議 員（ 予 備 代 議 員 を 含 む 。）並 び に 郡 市 地 区 医 師 会 長 を 兼 ね る

こ と が で き な い 。  

 

第 ３ 条  委 員 会 に 、 委 員 長 1  人 及 び 副 委 員 長 1  人 を 置 く 。 委 員 長 及

び 副 委 員 長 の 選 任 は 、 委 員 の 互 選 に よ る 。  

 

第 ４ 条  委 員 長 は 、 委 員 会 の 議 事 を 整 理 し 、 秩 序 を 保 持 す る 。 副 委 員

長 は 委 員 長 を 補 佐 し 、 委 員 長 事 故 あ る と き は こ れ を 代 理 す る 。  

 

第２章  裁    定   

第 ５ 条  委 員 会 は 、 定 款 第 3 9 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 会 長 か ら の 諮 問

事 項 に つ い て 審 議 し 裁 定 す る 。  

２  委 員 長 は 、 審 議 に 当 た っ て 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 そ の 会 員 が 所 属

す る 郡 市 地 区 医 師 会 の 意 見 を 徴 す る も の と す る 。  

 

第３章  会    議  

 

第 ６ 条  委 員 会 は 、 委 員 の ３ 分 の ２ 以 上 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く

こ と が で き な い 。  

２  そ の 決 議 は 、 出 席 者 の ４ 分 の ３ 以 上 の 多 数 を も っ て し な け れ ば 、

こ れ を す る こ と が で き な い 。  

 

第 ７ 条  委 員 会 の 議 事 は こ れ を 公 開 し な い 。  

 

第 ８ 条  委 員 長 は 、 裁 定 の 決 議 を し た と き は 、 議 事 の 経 過 及 び 裁 定 の

理 由 を 記 載 し た 文 書 を も っ て 会 長 に 答 申 し な け れ ば な ら な い 。  

２  会 長 は 、 前 項 の 答 申 が あ っ た と き は 、 こ れ を 理 事 会 に 諮 り 、 そ の

取 扱 い を 決 定 し な け れ ば な ら な い 。  

 

附 則  

こ の 規 程 は 、 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 公 益

社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 法

律 の 整 備 等 に 関 す る 法 律 第 １ ２ １ 条 第 １ 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す

る 同 法 第 １ ０ ６ 条 第 １ 項 に 定 め る 一 般 法 人 の 設 立 登 記 の 日 か ら 施 行 す

る 。  


